
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

美ヶ丘敬楽荘せせらぎの家ゆとり運営規程 

 

          第１章  事業の目的及び運営の方針 

 

（事業の目的） 

第 １ 条 社会福祉法人函館緑花会が開設する地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護美ヶ丘敬楽荘せせらぎの家ゆとり（以下「施設」という。）は施設の適正な運営

を確保するために人員及び管理運営に関する事項定め、施設の介護職員等が、要介護

状態にある高齢者に対し、適正な施設サービスを提供することを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第 ２ 条 施設は、施設サービス計画に基づき、可能な限りその居宅における生活へ

の復帰を念頭において、入浴、排泄、食事等の介護、社会生活上の便宜の提

供その他日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うこ

とにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるようにする。 

   ２ 施設は、利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供

に努める。 

   ３ 施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視し

た運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、他

の介護保険施設その他の保健、医療又は福祉サービスを提供する者との密接

な連携に努める。 

 

          第２章  事業所の名称等 

 

（事業所の名称等） 

第 ３ 条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

  （１）名 称 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

美ヶ丘敬楽荘せせらぎの家ゆとり 

  （２）所在地 北海道北斗市本町４丁目３番 



          第３章  職員の職種、員数及び職務内容 

 

（職員の職種、員数） 

第 ４ 条 施設に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。 

  （１）施設長（管理者）        １名以上 

（２）医 師             １名（嘱託）       

（３）生活相談員           １名以上 

（４）看護職員            １名以上 

（５）介護職員（介護福祉士、介護員） ９名以上 

（６）栄養士又は管理栄養士      １名以上（美ヶ丘敬楽荘兼務） 

（７）機能訓練指導員         １名以上 

（８）介護支援専門員         １名以上 

（９）事務員             実状に応じた適当数    

（１０）その他の職員          実状に応じた適当数    

 

（職務内容） 

第 ５ 条 

  （１）施設長（管理者）     

    職員を監督し、その業務遂行に欠けるところのないよう必要な注意をし、運

営基準を遵守させるための必要な指揮命令を行う。 

  （２）医 師          

    利用者の診療と健康管理及び保健衛生の指導を行う。              

  （３）生活相談員        

    利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者

又はその家族に対し、適切な相談、助言を行うとともに、必要な援助を行う。 

（４）看護職員 

    利用者の健康状態に注意するとともに健康保持のため適切な措置を行う。 

  （５）介護職員（介護福祉士、介護員） 

    利用者の心身の状況に応じ、自立支援と日常生活の充実に資するように、適

切な介護技術をもって行う。 

  （６）管理栄養士       



    利用者の栄養並びに身体の状況及び嗜好を考慮した食事の献立と栄養ケアマ

ネジメント計画の作成等、調理指導を行う。 

  （７）機能訓練指導員     

    利用者の心身の状況を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活

機能の改善又は維持のための機能訓練を行う。 

  （８）介護支援専門員     

    利用者の施設サ－ビス計画を作成する。 

  （９）事務員        

    会計、庶務等の事務処理を行う。 

 （１０）その他の職員   

 

          第４章  利用者の定員 

 

（利用者の定員）            

第 ６ 条 施設の利用定員は３ユニット２９名とし、そのうち、１ユニットを定員   

９名、２ユニットを定員１０名とする。 

 

          第５章  利用者に対する施設サービスの内容 

 

（施設サービス計画の作成） 

第 ７ 条 施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務

を担当させるものとする。 

   ２ 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員は、施設サービ

ス計画の作成に当たっては、適当な方法により、利用者について、その有す

る能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点

を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援す

る上で解決すべき課題を把握しなければならない。 

   ３ 介護支援専門員は、利用者及びその家族の希望、利用者について把握され

た解決すべき課題に基づき、当該利用者に対する施設サービスの提供に当た

る他の従業者と協議の上、施設サービスの目標及びその達成時期、施設サー

ビスの内容、施設サービスを提供する上で留意すべき事項等を記載した施設



サービス計画の原案を作成しなければならない。 

   ４ 介護支援専門員は、施設サービス計画の原案について、利用者に対して説

明し、同意を得なければならない。 

   ５ 介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後においても、施設サービス

計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の

把握を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。 

   ６ 第２項から第４項までの規定は、前項に規定する施設サービス計画の変更

について準用する。 

 

（施設サービスの取扱方針） 

第 ８ 条 施設は、利用者について、その者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資

するよう、その者の身体状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切に行わな

ければならない。 

   ２ 施設サービスの提供は、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なも

のとならないよう配慮して行わなければならない。 

   ３ 施設の職員は、施設サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利

用者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように

説明を行わなければならない。 

   ４ 施設は、施設サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束そ

の他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。 

   ５ 施設は、自らその提供する施設サービスの質の評価を行い、常にその改善

を図らなければならない。 

 

（介護サービスの内容） 

第 ９ 条 介護は、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、利用者の

心身の状況に応じて、適切な技術をもって行わなければならない。 

   ２ 施設は、一週間に２回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は

清拭しなければならない。 

   ３ 施設は、利用者に対し、その身体の状況に応じて、適切な方法により、排

泄の自立について必要な適切な援助を行わなければならない。 



   ４ 施設は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えな

ければならない。 

   ５ 施設は、利用者に対し、前各項に規定するもののほか、離床、着替え、整

容等の介護を適切に行わなければならない。 

   ６ 施設は、常時１人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならな

い。 

   ７ 施設は、利用者に対し、その負担により、当該施設の職員以外の者による

介護を受けさせてはならない。 

 

（食事提供） 

第１０条 食事の提供は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮したものと

するとともに、適切な時間に行わなければならない。 

     なお、食事を提供する時間は別紙重要事項説明書による。 

   ２ 食事の提供は、利用者の自立の支援に配慮して、可能な限り、離床して食

堂で行うよう努めなければならない。 

   ３ 食事提供については、利用者の嚥下や咀嚼の状況、食欲など心身の状態等 

    を当該利用者の食事に的確に反映させるために、居室関係部門と食事関係部 

    門との連絡を十分とらなければならない。 

   ４ 利用者に対しては適切な栄養食事相談を行うよう努めなければならない。 

   ５ 食事内容については、当該施設の医師又は栄養士を含む会議において検討 

    が加えられなければならないこと。 

 

（相談及び援助） 

第１１条 施設は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確に把握

に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必

要な助言その他の援助を行わなければならない。 

 

（社会生活上の便宜の供与等） 

第１２条 施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜利用者のためのレクリェーシ

ョン行事を行わなければならない。 

    



２ 施設は、利用者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続につ

いて、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の

同意を得て、代わって行わなければならない。 

   ３ 施設は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族と

の交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

 

（機能訓練） 

第１３条 施設は、利用者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに

必要な機能を回復し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければな

らない。 

 

（健康管理） 

第１４条 施設の医師又は看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意し、必要に応

じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。 

   ２ 施設の医師は、その行った健康管理に関し、利用者の健康手帳｛老人保健

法(昭和 57 年法律第 80 号)第１３条の健康手帳をいう。｝以下この項におい

て同じ。｝に必要な事項を記載しなければならない。ただし、健康手帳を有

しない者については、この限りでない。 

 

（利用者の入院期間中の取扱い） 

第１５条 施設は、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合で

あって、入院後おおむね３ヶ月以内に退院することが明らかに見込まれると

きは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供

与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該施設

に円滑に入所することができるようにしなければならない。 

     なお、具体的事項は別紙重要事項説明書による。 

 

（利用者に関する市町村への通知） 

第１６条 施設は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見

を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

     



一 正当な理由なしに施設サービスの利用に関する指示に従わないことに

より、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

    二 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたと

き。 

 

（管理者による管理） 

第１７条 施設の管理者は、専ら当該施設の職務に従事する常勤の者でなければなら

ない。ただし、当該施設の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の

事業所、施設等の職務に従事することができる。 

 

（管理者の責務） 

第１８条 施設の管理者は、当該施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他

の管理を一元的に行わなければならない。 

   ２ 施設の管理者は、職員にこの章の規定を尊守させるために必要な指揮命令

を行うものとする。 

 

（勤務体制の確保等） 

第１９条 施設は、利用者に対し、適切な施設サービスを提供することができるよう、

従業者の勤務の体制を定めておく。 

   ２ 施設は、当該施設の職員によって施設サービスを提供しなければならない。

ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りで

ない。 

   ３ 施設は、職員の資質の向上を図るための研修の機会を確保しなければなら

ない。 

 

（定員の遵守） 

第２０条 施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、

災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

 

          第６章  利用料及びその他の費用の額 

 



（利用料等の受領） 

第２１条 施設は、法定代理受領サ－ビス（法第４８条第４項の規定により施設介護

サ－ビス費（同条第１項に規定する指定介護サ－ビス費をいう。以下同じ。）

が利用者に代わり当該施設に支払われる場合の当該施設介護サ－ビス費に

係る施設サ－ビスをいう。以下同じ。）に該当する施設サ－ビスを提供した

際には、利用者から利用料（施設介護サ－ビス費の支給の対象となる費用に

係る対価をいう。以下同じ。）の一部として、施設サ－ビスについて同条第

２項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額

が現に当該指定サ－ビスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サ

－ビスに要した費用の額とする。以下「施設サ－ビス費用基準額」という。）

から当該施設に支払われる施設介護サ－ビス費の額を控除して得られた額

の支払いを受けるものとする。 

   ２ 施設は、法定代理受領サービスに該当しない施設サービスを提供した際に

利用者から支払いを受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、

不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

   ３ 施設は、前２項の支払いを受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払い

を受けることができる。費用の額については、別紙による。 

    一 食事の提供に要する費用（法第五十一条の二第一項の規定により特定入 

所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規 

定する食事の基準費用額（同条第四項の規定により当該特定入所者介護サ 

ービス費が利用者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われた場合 

は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額）を限度とする。） 

    二 居住に要する費用（法第五十一条の二第一項の規定により特定入所者介 

護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する 

居住費の基準費用額（同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービ 

ス費が利用者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同 

条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額）を限度とする。） 

    三 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な居室の提供 

を行ったことに伴い必要となる費用 

    四 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供 

を行ったことに伴い必要となる費用 



    五 理美容代 

    六 前各号に掲げるもののほか、指定サービスにおいて供与される便宜のう

ち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利

用者に負担されることが適当とみとめられるもの 

   ４ 前項第一号から第四号までに揚げる費用については、別に厚生労働大臣が

定めるところによるものとする。 

   ５ 施設は、第三項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、

あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記

した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。ただ

し、同項第一号から第四号までに揚げる費用に係る同意については、文書に

よるものとする。 

 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第２２条 施設は、法定代理受領サービスに該当しない施設サービスに係る費用の支

払いを受けた場合は、その提供した施設サービスの内容、費用の額その他必

要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付

しなければならない。 

 

          第７章  施設の利用に当たっての留意事項 

 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第２３条 施設は、施設サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所申込者

又はその家族に対し、第２３条に規定する運営規定の概要、従業者の勤務の

体制その他の入所申込書のサービスの選択に資すると認められる重要事項

を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について入所申込者の

同意を得なければならない。 

 

（受給資格等の確認） 

第２４条 施設は、施設サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保

険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期

間を確かめなければならない。 



   ２ 施設は、前項の被保険者証に法第７３条第２項に規定する認定審査会意見

が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、施設サービスを

提供するように努めなければならない。 

 

（入退所） 

第２５条 施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、

かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものに対し、施設サービスを

提供するものとする。 

   ２ 施設は、正当な理由なく、施設サービスの提供を拒んではならない。 

   ３ 施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し

自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院若しくは診

療所又は介護老人保健施設を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなけ

ればならない。 

   ４ 施設は、入所申込者の入所に際しては、その者の心身の状況、病歴等の把

握に努めなければならない。 

   ５ 施設は、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境に照ら

し、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかを検討しな

ければならない。 

   ６ 前項の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専

門員等の従業者の間で協議しなければならない。 

   ７ 施設は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅におい

て日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその

家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その円

滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。 

   ８ 施設は、入所者の退所際しては、居宅介護支援事業者に対する情報の提供

その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に

努めなければならない。 

 

（要介護認定の申請に係る援助） 

第２６条 施設は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者について、要介

護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない



場合は、入所申込者の意思を踏まえ、速やかに当該申請が行われるよう必要

な援助を行わなければならない。 

   ２ 施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けている要介

護認定の有効期間の満了日の３０日前には行われるよう必要な援助を行わ

なければならない。 

 

（入退所の記録の記載） 

第２７条 施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の

種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記

載しなければならない。 

 

         第８章  緊急時等における対応方法 

 

（緊急時等の対応方法） 

第２８条 施設は、施設サービスの提供を行っているときに入所者の病状に急変が生

じた場合、または、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに主治医又は

協力病院に連絡する等の措置を講ずるものとする。 

 

第９章  非常災害対策 

 

（非常災害対策） 

第２９条 施設は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に

備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。 

(1) 消火、避難警報その他防火に関する設備、及び火災発生の恐れのある箇所の 

定期点検。 

  (2) 地域住民や関係機関等を交え、所轄消防署との連携及び避難、救出訓練等の 

実施。 

  (3) 前各号に掲げる事項の実施については、管理者が定める。 

 

         第１０章  虐待の防止のための措置に関する事項 

 



（虐待防止に向けた体制等） 

第３０条 管理者は、虐待発生の防止に向け、本条各号に定める事項を実施するもの

とする。また、管理者は、これらの措置を適切に実施するための専任の担当者

とする。 

（1）特別養護老人ホーム美ヶ丘敬楽荘では、虐待対策委員会を設ける。その責 

任者は管理者とする。 

（2）虐待対策委員会は、職員への研修の内容、虐待防止のための指針策定、虐 

待等の相談及び苦情解決体制の整備、虐待を把握した際の通報、虐待発生 

時の再発防止策の検討、成年後見制度の利用支援等を行う。 

なお、本虐待対策委員会は、場合により他の委員会と一体的に行うほか、テ 

レビ会議システムを用いて実施する。 

（3）職員は、年２回以上、虐待発生の防止に向けた研修を受講する。 

（4）虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、責任者は速やかに市町 

村等関係者に報告を行い、事実確認のために協力する。 

また、当該事案の発生の原因と再発防止策について、速やかに虐待防止検討 

委員会にて協議し、その内容について、職員に周知するとともに、市町村等 

関係者に報告を行い、再発防止に努める。 

 

第１１章  その他施設の運営に関する重要事項  

 

（身体拘束原則禁止）  

第３１条 施設はサービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命 

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入

居者の行動を制限する行為は行わない。  

２ 施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。  

 

（衛生管理等）                               

第３２条 施設は、利用者の使用する食器その他設備又は飲用に供する水について、

衛生的管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医

療器具の管理を適切に行う。 



   ２ 施設は、当該施設において感染症が発生し、又は蔓延しないように必要な

措置を講ずるように努める。 

 

（協力病院等） 

第３３条 施設は、入院治療や歯科治療を必要とする利用者のために、あらかじめ、

協力病院を定めておく。 

     なお、協力病院は別紙重要事項説明書による。            

 

（掲示） 

第３４条 施設は、見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、協力病院、

利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示する。 

 

（秘密保持等）    

第３５条 施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家

族の秘密を漏らしてはならない。 

   ２ 施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用

者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければ

ならない。 

   ３ 施設は、居宅介護支援事業者等に対して、利用者に関する情報を提供する

際には、あらかじめ文書により利用者の同意を得ておかなければならない。 

 

（公告） 

第３６条 施設は、当該施設について公告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大な

ものであってはならない。 

 

（居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止） 

第３７条 施設は、居宅介護支援事業者又はその職員に対し、要介護被保険者に当該

施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しては

ならない。 

   ２ 施設は、居宅介護支援事業者又はその職員から、当該施設からの退所者を

紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならな



い。 

 

（苦情処理） 

第３８条 施設は、その提供した施設サービスに関する利用者からの苦情に迅速かつ

適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口及び苦情処理委員会を

設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

   ２ 施設は、その提供した施設サービスに関し、法第２３条の規定による市町

村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職

員からの質問若しくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して市町村行う調

査に協力するとともに、市町村からの指導又は助言を受けた場合は、当該指

導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

   ３ 施設は、その提供した福祉サービスに関する利用者からの苦情に関して国

民健康保険団体連合会｛国民健康保険法（昭和 33 年法律第 192 号）第４５

条第５項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。｝が行う法

第１７６条第１項第二号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保

険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導

又は助言に従って苦情処理委員会を召集し、必要な改善を行わなければなら

ない。 

   ４ 苦情処理委員会の設置は、別紙重要事項説明書による。 

 

（地域との連携等） 

第３９条 施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連

携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

 

（事故発生時の対応） 

第４０条 施設は、利用者に対する施設サービスの提供により事故が発生した場合は、

速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ

なければならない。 

   ２ 施設は、利用者に対する施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生

した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

 



（会計の区分） 

第４１条 施設は、施設サービスの事業の会計をその他の事業の会計と区分しなけれ

ばならない。 

 

（記録の整備） 

第４２条 施設は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければなら

ない。 

   ２ 施設は、利用者に対する施設サービスの提供に関する諸記録を整備し、そ

の完結の日から２年間保存しなければならない。 

 

（細 則） 

第４３条 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は社会福祉法人函館緑 

花会理事長と施設の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

 

 附    則  

 

この規程は、２０１２年３月１日から施行する。 

この規程は、２０１３年４月１日から施行する。（一部改正） 

この規程は、２０１３年９月１日から施行する。（一部改正） 

この規程は、２０１４年４月１日から施行する。（一部改正） 

この規程は、２０１５年４月１日から施行する。（一部改正） 

この規程は、２０１６年４月１日から施行する。（一部改正） 

この規程は、２０１７年４月１日から施行する。（一部改正） 

この規程は、２０１８年４月１日から施行する。（一部改正） 

この規程は、２０１９年４月１日から施行する。（一部改正） 

この規程は、２０２０年４月１日から施行する。（一部改正） 

この規程は、２０２１年４月１日から施行する。（一部改正） 

この規程は、２０２２年４月１日から施行する。（一部改正） 

この規程は、２０２３年４月１日から施行する。（一部改正） 

この規程は、２０２４年４月１日から施行する。（一部改正） 

この規程は、２０２５年１月１日から施行する。（一部改正） 



別紙 

 

その他の料金（介護保険の給付の対象とならないもの） 

① 食事の提供に要する費用 ： １日  １，４４５円 

 ② 居住に要する費用 ： 個室 １日  ２，０６６円 

③ 理・美容サービス 

○利用料金 ： １回  一 般  ２，０００円 

             パ ー マ  ５，５００円 

             髪 染 め  ５，５００円 

④ 貴重品の管理  

○管理する金銭の形態 ： 施設の指定する金融機関に預けている預金 

○お預かりするもの ： 上記預金通帳と金融機関へ届け出た印鑑、 

有価証券、年金証書、現金 

     ○保管管理者    ： 施設長 

      ○利用料金     ： １ヶ月 １，０００円 

 ⑤ インフルエンザ予防接種費用 （協力病院において実施） 

     ○利用料金 ： 実費 

⑥ 個人専用電化製品 ○電気料金 ： １日、１家電製品 ２０円 

  （対象電化製品：テレビ、冷蔵庫などとし、ラジオについては無料とする） 

 

 

 

 


